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監事選出選任規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人小諸市社会福祉協議会定款第１９条に定める監事の選

出選任について定めるものとする。 

 

（監事） 

第２条 監事は、次に掲げる者のうちから、評議員会の決議によって選任する。 

（１）区長会地区会の代表者 

（２）市監査委員 

 

 

附 則 

この規程は、平成１５年５月２８日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成１６年９月２９日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年９月２７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年６月５日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


